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報第23号 専決処分の報告について 

令和２年７月22日午後３時10分頃、市内月見町３丁目地内の市道415100線において、本市

職員（三の倉センター所属）が草刈機での草刈作業中に、石を飛散させ、同線を東進中の軽

自動車に当て、同車両左フロントドアガラスを破損させ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を令和２年９月４日、88,550円と定めた。 

〔過失割合：市側100％、相手側０％〕 

 

報第24号 専決処分の報告について 

令和２年７月４日午後０時30分頃、市内赤坂町７丁目地内の林道才竹線において、同線を

北進中の軽自動車に倒れてきた木が衝突し、同車両フロントガラス及び右側面を破損させ、

損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を令和２年10月８日、629,666円と定めた。 

〔過失割合：市側100％、相手側０％〕 

 

報第25号 専決処分の報告について 

令和２年３月23日議第39号をもって議決を経た昭和小学校校舎棟外壁等改修工事に係る株

式会社吉川組との工事請負契約の一部について、令和２年10月23日、次のように変更した。 

変更点 

１ 契約金額 〔変更後〕一金 250,699,900円 

       〔変更前〕一金 255,200,000円 

２ 変更理由 

  外壁の一部について施工方法を簡素化したため。 

 

議第129号 多治見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

するについて 

１ 改正趣旨 

 人事院勧告における一般職職員の期末手当支給割合の引下げに準じ、市議会議員の期末

手当支給割合を改める。 

２ 改正内容 

期末手当の支給割合を次のとおり改める（第５条関係）。 

（単位：月分） 

区分 改正前 改正後 

令和２年度 令和３年度以降 

６月 2.225 2.225 2.20 

12月 2.225 2.175 2.20 

合計 4.45 4.40 4.40 

３ 施行日 

  令和２年度分 令和２年12月１日 

  令和３年度以降分 令和３年４月１日 
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議第130号 多治見市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

 人事院勧告における一般職職員の期末手当支給割合の引下げに準じ、市長、副市長及び

教育長の期末手当支給割合を改める。 

２ 改正内容 

期末手当の支給割合を次のとおり改める（第５条関係）。 

（単位：月分） 

区分 改正前 改正後 

令和２年度 令和３年度以降 

６月 2.225 2.225 2.20 

12月 2.225 2.175 2.20 

合計 4.45 4.40 4.40 

３ 施行日 

  令和２年度分 令和２年12月１日 

  令和３年度以降分 令和３年４月１日 

 

議第131号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、次の条例について、所要の改正を行

う。 

(１) 多治見市職員の給与に関する条例 

(２) 多治見市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

(３) 多治見市一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例 

(４) 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

２ 改正内容 

(１) 多治見市職員の給与に関する条例の一部改正（第１条・第２条） 

期末手当の支給割合を次のとおり改める（第18条の４関係）。 

（単位：月分） 

区分 改正前 
改正後 

令和２年度 令和３年度以降 

一般職員 

（特定管理職員を

除く。） 

６月 1.3 1.3 1.275 

12月 1.3 1.25 1.275 

合計 2.6 2.55 2.55 

一般職員 

（特定管理職員） 

６月 1.1 1.1 1.075 

12月 1.1 1.05 1.075 

合計 2.2 2.15 2.15 

(２) 多治見市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第３

条・第４条） 
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期末手当の支給割合を次のとおり改める（第９条関係）。 

（単位：月分） 

区分 改正前 
改正後 

令和２年度 令和３年度以降 

６月 2.25 2.25 2.225 

12月 2.25 2.20 2.225 

合計 4.50 4.45 4.45 

(３) 多治見市一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部

改正（第５条・第６条） 

期末手当の支給割合を次のとおり改める（第６条関係）。 

         （単位：月分） 

区分 改正前 
改正後 

令和２年度 令和３年度以降 

６月 2.25 2.25 2.225 

12月 2.25 2.20 2.225 

合計 4.50 4.45 4.45 

(４) 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正（第７条・

第８条） 

  (１)に伴い、所要の改正を行う。 

３ 施行日 

  令和２年度分 令和２年12月１日 

令和３年度以降分 令和３年４月１日 

 

議第132号 多治見市森林環境譲与税基金条例を制定するについて 

１ 制定趣旨 

 国から譲与を受ける森林環境譲与税について、計画的に森林の整備に関する施策等に要

する経費に充てるため、基金を設置する。 

２ 主な内容 

(１) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（以下「法」という。）に基づき国から

譲与を受ける森林環境譲与税を財源とし、森林の整備及びその促進に関する施策（以下

「森林整備等施策」という。）に要する経費に充てるため、多治見市森林環境譲与税基金

（以下「基金」という。）を設置する（第１条関係）。 

(２) 基金は、予算に定める額を積み立てる（第２条関係）。 

(３) 市長は、森林整備等施策に要する経費に充てるため必要と認めたときは、基金の全

部又は一部を処分することができる（第３条関係）。 

(４) 基金の管理運用に関する規定を設ける（第４条～第６条関係）。 

３ 施行日 

  令和３年１月１日 
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【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

 法が平成31年４月１日に施行され、令和元年度より国から森林環境譲与税の譲与を受け

ることとなった。森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策並びにそれを担う人材の育

成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進など森林の整

備の促進に関する施策に充てることとされている。 

森林環境譲与税は毎年譲与されることから、多治見市の森林の整備に関する施策等につ

いて、将来にわたって計画的な執行と財源管理をしていくため、基金を設置することとす

る。 

なお、基金には、その年度に譲与を受けた森林環境譲与税から当該年度における充当対

象事業費を控除した額を積み立てることとする。 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

[案 件] 多治見市森林環境譲与税基金条例の制定について 

[実施期間] 令和２年８月21日から同年９月20日まで。 

[寄せられた意見と市の回答] 提出された意見なし。 

 

議第133号 多治見市職員定数条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

 第５次定員適正化計画の策定に伴い、標記条例について、所要の改正を行う。 

２ 改正内容 

職員の定数を次のとおり改める（第２条関係）。 

事務部局及び機関の区分 
定数 

改正前 改正後 

市長の事

務部局 

一般の部局の職員 558人 552人 

水道事業、下水道事業及

び農業集落排水事業の職

員 

47人 43人 

議会の事務部局 ７人 ６人 

選挙管理委員会の事務部局 兼 ５人 （改正なし） 

監査委員の事務部局 ５人 （改正なし） 

教育委員会の事務部局 28人 30人 

教育委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の事務部局 

33人 29人 

農業委員会の事務部局 ２人 （改正なし） 

固定資産評価審査委員会の事務部局 兼 ５人 （改正なし） 

公平委員会の事務部局 兼 ５人 （改正なし） 

消防機関 110人 113人 

合計 790人 780人 

３ 施行日 
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  令和３年４月１日 

 

議第134号 多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び主な内容 

 前年度において休職にされた職員又は停職にされた職員について、年次有給休暇の日数

を、当該前年度の休職又は停職の期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

とする（第12条関係）。 

２ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

１ 職場の規律及び公務能率の確保の観点から、検討が必要な病

気休暇や病気休職の例が生じている。 

２ 病気休暇・病気休職制度の見直しの一環として、労働基準法

第39条（年次有給休暇）を参考として、年次有給休暇の付与の

新たな算定方法を設けることとした。 

（労働基準法第39条のポイント） 

(１) ６箇月間継続勤務し、８割以上出勤した労働者に対し、

10日付与。勤務年数に応じて加算付与。 

(２) １年間に全労働日の８割以上出勤した労働者に対して付

与しなければならないとし、８割未満の場合は付与を要しな

い。 

３ 上記を踏まえ、前年度の実勤務日に応じ年次有給休暇を付与

することとし、年度途中の採用者への付与の場合（多治見市職

員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第１）を参考に新たに

同規則に規定を設けることとする。 

（内容） 

 休職又は停職の処分を命ぜられた職員に付与する年次有給休暇日数については、前年

度の休職等の期間に応じて20日から一定日数を減じて、翌年度の年次有給休暇日数を付

与する（新表）。 

※２年超休職しても、繰越しを含め年度当初に10日を付与 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

[案 件] 病気休暇・病気休職制度の見直しについて 

[実施期間] 令和２年６月29日から同年７月29日まで。 

[寄せられた意見と市の回答]  

（意見の要旨）(１) 現行のままにすべき。他の自治体と比較しても、条件が厳しすぎ

ると思います。 

       (２) 検討が必要と考えられる病気休暇や病気休職の実例は何件程度あ

（新表）  

前年度の休職・ 

停職の期間  

付与 

日数 

１月以下 20日 

１月超２月以下 20日 

２月超３月以下 20日 

３月超４月以下 18日 

４月超上５月以下 16日 

５月超６月以下 15日 

６月超７月以下 13日 

７月超８月以下 11日 

８月超９月以下 10日 

９月超 10月以下 8日 

10月超 11月以下 6日 

11月超 5日 
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るのですか。 

       (３) 受診するかどうかは個人のプライバシーの問題であり、受診命令

の規定化や異なる医師による診断書を２通求めることは厳しすぎる

と思います。 

       (４) 心身の故障がある職員に対しては、制度の見直しをするのではな

く、個別に対応することによって職場復帰を促すべきだと思います。 

       (５) 年齢を重ねれば病気を患い、長期の療養が必要となる職員もいる

ため、病気になっても働きやすい職場環境を整えるべきだと思いま

す。 

       (６) 新型コロナウイルス感染症拡大防止における臨時休校（園）によ

り子の世話が必要で出勤困難と認められる場合の市職員の特別休暇

について、規定する必要はないのですか。 

       (７) 受診命令の規定化について、医師の診断はオンライン診療を含む

と考えているのですか。 

（市の考え方）(１) 病気休暇・病気休職の制度については、自治体によって条例や規

則の規定が必ずしも共通しておらず、国の人事院規則等を参考にして

各自治体が定めているものです。自治体がそれぞれの実情を踏まえて

定めるものであることから、条件が異なってくることはやむを得ない

と考えています。 

(２) 令和元年度における心身の故障による病気休職者数は12人になり

ます。 

(３) 職員の心身故障の回復の可能性及び職務遂行の可否については、

医師の専門的診断がなければ判断することができません。職員本人に

対して受診勧奨・命令を行うことは必要なものと考えています。医師

による診断書については、１名の医師による診断書で十分判断できる

場合は、１通でも可とする例外を設ける予定です。 

(４) 心身の故障が原因で病気休職となった職員に対しては、人事課に

所属する保健師が中心となり、個別ケース会議等、専門医を加えた職

場復帰支援を行っています。職員への個別対応をしてもなお、検討が

必要と考えられる事例が生じているため、今般、制度の見直しを行う

ものです。 

(５) 職員が病気になっても働きやすい職場環境については、健康診断

やストレスチェックの実施、心身不調者へのサポート等、さまざまな

方法によって、その実現に向けて取り組んでいます。 

(６) 現行のままで運用可と考えていますので、規定しない予定です。 

(７) 厚生労働省が認めている診療を指します。 

 

議第135号 多治見市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び主な内容 
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(１) 職員を休職又は復職する場合において、医師２人による診断により判断することと

しているが、市の規則で定める場合にあっては、１人による診断でも判断ができること

とする（第４条及び第５条関係）。 

(２) その他所要の改正を行う（第５条及び第７条関係）。 

２ 施行日 

  公布の日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

１ 職員の分限の手続及び効果に関する条例第４条では、病気休職処分する場合、医師２

人の診断によることとされているが、医師１人による診断で足りる場合もあるため、規

定を整備することとした。原則は、病気休職処分には、医師２人による診断書を求める

こととする。ただし、処分期間の更新、事故による身体損傷が明らかな場合、悪性新生

物による疾患の場合など１人の医師による診断書で十分判断できるものは医師１人でも

可とすることとする。 

２ 上記１に併せ、職員の分限の手続及び効果に関する条例第７条を削除する。 

（理由） 

同条は、休職の効果として、休職期間を満了したときは、当然退職者となると規定し

ているが、休職３年超でも医師２人の診断書により回復が不十分で職務の遂行に堪えな

いと判断することが必要とされており、「当然退職者」と規定することは適切ではない。 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

議第134号 多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するについて

のパブリック・コメント手続欄参照 

 

議第136号 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

 多治見市北市場霊園に合葬式墓地を置くことに伴い、所要の改正を行う。 

２ 主な改正内容 

(１) 多治見市北市場霊園に合葬式墓地を置く（第３条関係）。 

(２) (１)の合葬式墓地は、個別埋蔵施設、共同埋蔵施設及び記名板掲示場をもって構成

する（第３条関係）。 

(３) 合葬式墓地について、使用の許可及び使用の目的の規定を整備する（第４条及び第

５条関係）。 

(４) 合葬式墓地の使用者の資格について、次のいずれかに該当する者であることとする

（第６条関係）。 

ア 本市に住所を有する者で、焼骨等を所持しているもの 

イ 死亡時に市民であった者の焼骨等を所持している者 

ウ 多治見市霊園のえい地を返還するために当該えい地に埋蔵している全ての焼骨を改

葬しようとする者 
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(５) 合葬式墓地への埋蔵方法について規定する（第８条の２関係）。 

ア 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、市長が行う。 

イ 個別埋蔵施設の使用期間が経過した焼骨は、引き続き共同埋蔵施設に埋蔵する。 

(６) 合葬式墓地の使用期間について規定する（第８条の３関係）。 

ア 個別埋蔵施設の使用期間は、使用許可の日から20年（60年を限度とし、20年を単位

に延長が可能）。 

イ 共同埋蔵施設の使用は、焼骨の埋蔵をもって終わる。 

ウ 記名板掲示場の使用期間は、個別埋蔵施設の使用期間とする。 

(７) 合葬式墓地の使用料は、次のとおりとする（第９条及び別表第３の２関係）。  

種別 金額 

個別埋蔵施設 12万円 

個別埋蔵施設（使用期間の延長20年につき） ７万円 

共同埋蔵施設 ５万円 

(８) 合葬式墓地については、管理料を徴収しない（第12条関係）。 

(９) 合葬式墓地の使用の承継について規定する（第17条関係）。 

ア 個別埋蔵施設の使用は、使用期間内において、正当な祭しの主宰者に限り、市長の

許可を得て、承継することができる。 

イ 共同埋蔵施設の使用は、焼骨の埋蔵前において、正当な祭しの主宰者に限り、市長

の許可を得て、承継することができる。 

(10) 個別埋蔵施設の使用期間内に焼骨を引き取り、合葬式墓地の使用を廃止しようとす

るときの届出について規定する（第18条関係）。 

(11) 使用許可の取消し事由に合葬式墓地に係る事由を追加する等の改正を行う（第20条

関係）。 

(12) 罰則事由に合葬式墓地に係る事由を追加する（第26条関係）。 

(13) 多治見市霊園整備基金条例について、所要の改正を行う（附則第２項関係）。 

３ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

 少子高齢化や核家族化が進み、従来の墓地を承継して管理していくことが困難になるな

ど、墓地を取り巻く状況が変わってきている。 

第７次多治見市総合計画の後期計画において、合葬式墓地を整備することを掲げたとこ

ろ。 

令和２年度末に合葬式墓地が完成し、令和３年度当初に供用を開始することに伴い、多

治見市霊園の設置及び管理に関する条例について所要の改正を行う。 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

[案 件] 合葬式墓地の永代使用料及び申込資格等について 

[実施期間] 令和２年９月29日から同年10月29日まで。 
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[寄せられた意見と市の回答] 提出された意見なし。 

 

議第137号 多治見市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に

関する基準を定める条例等の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び内容 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正（令和２年法律第28

号）に伴う号ずれについて、次の条例中の引用箇所を改める。 

(１) 多治見市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める条例 

(２) 多治見市市道の構造の技術的基準を定める条例 

(３) 多治見市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

を定める条例 

２ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

議第138号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

(１) 多治見市駐車場（以下「駐車場」という。）に係る共通利用券を廃止する。 

(２) 駐車場の利用促進を図るため、新たにプリペイドカードを導入するため、所要の改

正を行う。 

２ 主な改正内容 

  (１) 定期利用に係る規定を整備する（第６条他関係）。 

(２) 駐車場に係る共通利用券を廃止する（第８条関係）。 

(３) 指定管理者は、新たに、駐車場ごとに使用できるプリペイドカードを発行できるこ

ととし、その額は、券面の記載総額以下で指定管理者が市長の承認を得て定める額とす

る（第８条関係）。 

(４) 施行日前に発行された共通利用券は、改正後も豊岡駐車場に限って使用することが

できることとするとともに、還付の請求があったときは、施行日から令和３年９月30日

までの間に限り、未利用額に0.909を乗じて得た金額（端数切上げ）を還付するものとす

る（附則第２項関係）。 

３ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

議第139号 多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を改正するにつ

いて 

１ 改正趣旨 

 多治見駅周辺の土地の高度利用を促す施策の一環として、駐車場附置義務の基準を国が

示す標準基準と同じとする等の改正を行う。 

２ 主な改正内容 



10 

  (１) 建築物の新築の場合の駐車施設の附置義務の基準を次のとおり改める（第２条関係）。   

建築用途 駐車施設１台の整備

を要する建築床面積 

改正後 改正前 

特定用途 百貨店その他の店舗の用途に供す

る部分 

150㎡ 150 ㎡ 

事務所の用途に供する部分 200㎡ 

特定用途（百貨店その他の店舗及

び事務所を除く。）に供する部分 

200㎡ 

非特定用途 450㎡ 300 ㎡ 

 (２) 建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置義務について、耐震性の向上、

移動等の円滑化その他の当該建築物の利用者の安全性の向上を目的とした建築物の増築

又は建築物の部分の用途の変更であって、市長が附置の必要がないと認めるものについ

ては、対象としないこととする（第５条関係）。 

(３) 特例により隔地で附置することができる距離について、200メートル以内（当該建築

物が特に土地の高度利用への転換を推進する区域として市長が別に定める区域に所在す

る場合は、300メートル以内）（改正前：おおむね200メートル以内）とする（第９条関

係）。 

３ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

議第140号 多治見市火災予防条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令の一部改正（令和２年総務省令第77号）に伴い、所要の改正

を行う。 

２ 主な改正内容 

  (１) 対象火気設備等のうち、急速充電設備の全出力の上限を200キロワット（改正前：50

キロワット）に改める（第13条の２関係）。 

(２) (１)に伴い、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準を追加する（第13条

の２関係）。 

(３) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。）について、消防長への設置

の届出を要することとする（第47条関係）。 

３ 施行日 

  令和３年４月１日 

 

議第141号 令和２年度多治見市一般会計補正予算(第６号) 

議第142号 令和２年度多治見市土地取得事業特別会計補正予算(第１号) 

議第143号 令和２年度多治見市営住宅敷金等特別会計補正予算（第２号） 
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議第144号 令和２年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号) 

議第145号 令和２年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第２号) 

議第146号 令和２年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 

議第147号 令和２年度多治見市水道事業会計補正予算（第１号） 

議第148号 令和２年度多治見市下水道事業会計補正予算(第１号) 

議第149号 令和２年度多治見市病院事業会計補正予算(第１号)  
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業

者
の

運
営

支
援

に
伴

う
補

助
金

の
追

加
※

　
経

常
経

費
か

ら
運

賃
収

入
を

控
除

し
た

額
の

1
/
2
相

当
を

補
助

（
令

和
２
年

度
の

１
年

間
分

で
市

内
路

線
に

限
る

）
※

　
繰

越
明

許
費

も
予

算
化

1
0
,1

1
5

1
0
,1

1
5

1
0

総
　

務
　

費
文

化
会

館
施

設
整

備
費

文
化

会
館

大
規

模
改

修
事

業
に

係
る

実
施

設
計

業
務

に
伴

う
委

託
料

の
追

加
※

　
令

和
２
年

度
は

、
前

金
分

の
3
0
％

を
歳

出
予

算
化

※
　

公
共

施
設

等
適

正
管

理
推

進
事

業
債

：
充

当
率

9
0
％

、
交

付
税

措
置

5
0
％

（
集

約
化

分
）
3
0
％

（
長

寿
命

化
分

）
※

　
全

体
事

業
費

で
継

続
費

を
設

定
（
令

和
２
年

度
か

ら
４
年

度
ま

で
）

2
2
,7

2
7

1
8
,9

0
0

3
,8

2
7

1
1

民
　

生
　

費
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
繰

出
金

（
人

件
費

分
）

職
員

人
件

費
増

額
に

係
る

国
民

健
康

保
険

事
業

会
計

補
正

予
算

に
伴

う
繰

出
金

の
増

額
4
,6

6
2

4
,6

6
2

1
2

民
　

生
　

費
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
繰

出
金

（
財

政
安

定
化

支
援

事
業

分
）

国
民

健
康

保
険

財
政

安
定

化
支

援
事

業
繰

入
基

準
額

の
確

定
に

伴
う
繰

出
金

の
増

額
2
,6

3
3

2
,6

3
3

1
3

民
　

生
　

費
障

害
福

祉
総

合
シ

ス
テ

ム
拡

張
事

業
費

障
害

者
自

立
支

援
給

付
審

査
支

払
等

（
令

和
３
年

度
法

改
正

対
応

分
）
に

係
る

シ
ス

テ
ム

改
修

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
3
,3

0
0

1
,4

3
5

1
,8

6
5

1
4

民
　

生
　

費
介

護
保

険
事

業
会

計
介

護
給

付
費

繰
出

金

介
護

給
付

費
等

増
加

に
係

る
介

護
保

険
事

業
会

計
補

正
予

算
に

伴
う
繰

出
金

の
増

額
※

　
一

般
会

計
は

、
保

険
給

付
費

の
1
/
8
を

費
用

負
担

1
,0

0
2

1
,0

0
2

1
5

民
　

生
　

費
介

護
保

険
事

業
会

計
人

件
費

繰
出

金
職

員
人

件
費

増
額

に
係

る
介

護
保

険
事

業
会

計
補

正
予

算
に

伴
う
繰

出
金

の
増

額
6
,7

0
0

6
,7

0
0

1
6

民
　

生
　

費
高

齢
者

介
護

予
防

事
業

費
生

活
管

理
指

導
短

期
宿

泊
事

業
の

利
用

増
加

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
4
0
0

1
3
3

2
6
7

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
7

民
　

生
　

費
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
岐

阜
県

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

包
括

支
援

補
助

金
を

活
用

し
た

た
じ

っ
こ

ク
ラ

ブ
に

供
す

る
消

毒
液

等
対

策
物

品
購

入
に

伴
う
需

用
費

の
増

額
※

　
県

補
助

金
1
0
/
1
0
（
子

ど
も

支
援

課
の

歳
入

）
3
,4

3
8

3
,4

3
2

6

1
8

民
　

生
　

費
障

害
児

通
所

支
援

事
業

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

る
学

校
休

校
中

の
報

酬
単

価
の

増
加

及
び

利
用

者
数

増
加

に
伴

う
扶

助
費

の
増

額
3
1
,8

6
4

2
3
,8

9
8

7
,9

6
6

1
9

民
　

生
　

費
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

費

①
　

池
田

地
域

子
育

て
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

費
に

係
る

基
準

額
増

額
に

伴
う

指
定

管
理

委
託

料
の

増
額

　
　

1
1
8
千

円

②
　

岐
阜

県
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
補

助
金

を
活

用
し

た
玩

具
滅

菌
庫

等
整

備
に

伴
う
備

品
購

入
費

等
の

追
加

　
　

2
,0

0
0
千

円
※

　
補

助
上

限
額

5
0
万

円
／

施
設

　
　

補
助

率
1
0
/
1
0

※
　

駅
北

親
子

ひ
ろ

ば
、

共
栄

、
池

田
、

笠
原

地
域

子
育

て
支

援
セ

ン
タ

ー
の

４
事

業
所

2
,1

1
8

2
,0

7
8

4
0

2
0

民
　

生
　

費
フ

ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ

ー
ト
セ

ン
タ

ー
事

業
費

岐
阜

県
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
補

助
金

を
活

用
し

た
空

気
清

浄
機

能
付

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

ー
等

整
備

に
伴

う
備

品
購

入
費

等
の

追
加

※
　

ま
な

び
パ

ー
ク

１
階

　
マ

マ
ズ

プ
ラ

ス
内

5
0
0

5
0
0

2
1

民
　

生
　

費
子

ど
も

の
貧

困
対

策
推

進
費

岐
阜

県
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
補

助
金

を
活

用
し

た
学

習
支

援
事

業
に

係
る

マ
ス

ク
等

購
入

に
伴

う
需

用
費

の
追

加
※

　
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
内

9
8

9
8

2
2

民
　

生
　

費
過

年
度

返
還

金
（
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

）

令
和

元
年

度
決

算
に

よ
る

国
庫

負
担

金
及

び
県

負
担

金
の

返
還

に
伴

う
償

還
金

の
追

加
※

　
認

可
外

保
育

施
設

、
一

時
預

か
り

事
業

等
分

6
,9

6
6

6
,9

6
6

2
3

民
　

生
　

費
保

育
所

管
理

費
岐

阜
県

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

包
括

支
援

補
助

金
を

活
用

し
た

飛
沫

防
止

パ
ネ

ル
等

購
入

に
伴

う
需

用
費

の
増

額
※

　
９
保

育
園

（
２
指

定
管

理
者

園
含

む
）

1
,8

0
0

1
,8

0
0

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

2
4

民
　

生
　

費
保

育
所

備
品

購
入

費
岐

阜
県

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

包
括

支
援

補
助

金
を

活
用

し
た

掃
除

ロ
ボ

ッ
ト
及

び
日

よ
け

テ
ン

ト
購

入
に

伴
う
備

品
購

入
費

の
増

額
※

　
９
保

育
園

（
２
指

定
管

理
者

園
含

む
）

2
,7

0
0

2
,7

0
0

2
5

民
　

生
　

費
私

立
保

育
所

経
営

改
善

等
助

成
費

①
　

岐
阜

県
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
補

助
金

を
活

用
し

た
私

立
保

育
所

等
に

対
す

る
感

染
症

予
防

対
策

備
品

等
購

入
支

援
に

伴
う
補

助
金

の
追

加
　

　
5
,5

0
0
千

円
※

　
５
私

立
保

育
園

、
２
認

定
こ

ど
も

園
、

４
小

規
模

保
育

事
業

所

②
　

岐
阜

県
私

立
保

育
所

等
に

お
け

る
感

染
予

防
対

策
事

業
費

補
助

金
を

活
用

し
た

感
染

症
予

防
対

策
施

設
整

備
支

援
に

伴
う
補

助
金

の
追

加
　

　
2
,5

0
0

千
円

※
　

県
補

助
金

1
/
2
　

　
5
0
万

円
／

施
設

　
　

1
,2

5
0
千

円
※

　
１
私

立
保

育
園

、
２
認

定
こ

ど
も

園
、

２
小

規
模

保
育

事
業

所

8
,0

0
0

6
,7

5
0

1
,2

5
0

2
6

民
　

生
　

費
児

童
館

管
理

運
営

費
岐

阜
県

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

包
括

支
援

補
助

金
を

活
用

し
た

玩
具

滅
菌

庫
等

購
入

に
伴

う
備

品
購

入
費

等
の

追
加

※
　

1
3
児

童
館

6
,5

0
0

6
,5

0
0

2
7

衛
　

生
　

費
骨

髄
等

ド
ナ

ー
支

援
事

業
費

骨
髄

等
ド

ナ
ー

に
係

る
助

成
制

度
創

設
に

伴
う
補

助
金

の
追

加
※

　
県

補
助

金
1
/
2
　

　
　

２
人

分
を

想
定

※
　

補
助

対
象

者
は

、
ド

ナ
ー

本
人

と
雇

用
事

業
所

4
2
0

2
1
0

2
1
0

2
8

衛
　

生
　

費
予

防
接

種
費

小
児

が
ん

（
白

血
病

等
）
患

者
に

係
る

ワ
ク

チ
ン

再
接

種
費

用
補

助
制

度
創

設
に

伴
う
補

助
金

の
追

加
※

　
県

補
助

金
1
/
2
　

　
　

１
人

分
を

想
定

3
1
1

1
5
5

1
5
6

2
9

衛
　

生
　

費
霊

園
施

設
整

備
費

合
葬

式
墓

地
整

備
工

事
に

係
る

霊
園

整
備

基
金

の
取

崩
し

に
伴

う
財

源
更

正
5
5
,6

5
7

△
 5

5
,6

5
7

3
0

衛
　

生
　

費
病

院
事

業
会

計
負

担
金

企
業

債
利

息
増

額
に

伴
う
病

院
事

業
会

計
へ

の
負

担
金

の
増

額
6
0

6
0

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
1

衛
　

生
　

費
病

院
事

業
会

計
補

助
金

市
民

病
院

第
２
駐

車
場

通
路

修
繕

に
伴

う
病

院
事

業
会

計
へ

の
補

助
金

の
増

額
9
5
0

9
5
0

3
2

衛
　

生
　

費
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

等
整

備
基

金
積

立
金

三
の

倉
セ

ン
タ

ー
火

災
に

係
る

全
国

市
有

物
件

共
済

会
共

済
金

確
定

に
伴

う
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

等
整

備
基

金
へ

の
積

立
金

の
追

加
※

　
令

和
元

年
８
月

3
1
日

火
災

発
生

※
　

令
和

２
年

度
末

基
金

残
高

見
込

み
　

8
.6

億
円

2
5
4
,3

3
9

2
5
4
,3

3
9

3
3

農
林

水
産

業
費

農
地

中
間

管
理

事
業

費
北

小
木

地
区

に
お

け
る

農
地

中
間

管
理

機
構

に
係

る
地

域
集

積
協

力
金

対
象

面
積

拡
大

等
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
※

　
機

構
集

積
協

力
金

補
助

金
（
県

補
助

金
）
　

1
0
/
1
0

1
,1

3
5

1
,1

3
5

3
4

農
林

水
産

業
費

農
地

管
理

事
務

費
岐

阜
県

施
工

の
深

山
新

池
に

係
る

整
備

工
事

費
増

額
に

伴
う
岐

阜
県

土
地

改
良

事
業

団
体

連
合

会
へ

の
負

担
金

の
増

額
9
4

9
4

3
5

農
林

水
産

業
費

緑
化

推
進

費

笠
原

町
深

山
地

区
の

官
行

造
林

解
除

（
国

の
植

林
分

を
市

が
買

収
）
に

伴
う
補

償
金

の
追

加
※

　
分

収
割

合
 国

1
/
2
、

市
1
/
2

※
　

令
和

元
年

度
か

ら
補

償
金

支
出

始
ま

る

3
,4

0
5

3
,4

0
5

3
6

商
　

工
　

費
き

業
展

関
係

費

①
　

セ
ラ

ミ
ッ

ク
パ

ー
ク

M
IN

O
会

場
か

ら
の

オ
ン

ラ
イ

ン
配

信
事

業
に

伴
う
委

託
料

の
増

額
　

　
1
,8

0
0
千

円
※

　
き

業
展

　
令

和
３
年

１
月

2
9
日

、
3
0
日

開
催

予
定

②
　

岐
阜

県
産

品
購

入
促

進
補

助
金

を
活

用
し

た
き

業
展

来
場

者
向

け
ノ

ベ
ル

テ
ィ

購
入

に
伴

う
需

用
費

の
増

額
　

　
1
,0

7
4
千

円
※

　
来

場
し

、
L
IN

E
友

だ
ち

追
加

し
た

者
に

対
し

、
ノ

ベ
ル

テ
ィ

を
贈

呈
※

　
県

補
助

金
3
/
4
　

　
1
,0

7
4
千

円

2
,8

7
4

1
,0

7
4

1
,8

0
0

3
7

商
　

工
　

費
観

光
宣

伝
事

業
費

岐
阜

県
産

品
購

入
促

進
補

助
金

を
活

用
し

た
オ

リ
ジ

ナ
ル

Ｐ
Ｒ

グ
ッ

ズ
作

製
事

業
に

伴
う
委

託
料

の
増

額
※

　
各

種
催

事
等

に
お

け
る

Ｐ
Ｒ

グ
ッ

ズ
に

活
用

1
,8

7
5

1
,8

7
5

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
8

消
　

防
　

費
消

防
水

利
施

設
改

良
費

防
火

水
槽

（
本

町
1
丁

目
地

内
・
4
0
㎥

・
昭

和
3
6
年

設
置

）
の

耐
震

補
強

工
事

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
増

額
2
,9

5
7

2
,9

5
7

3
9

教
　

育
　

費
外

国
籍

等
児

童
生

徒
支

援
事

業
関

係
費

①
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

外
国

籍
等

支
援

員
の

勤
務

時
間

数
増

加
に

伴
う
会

計
年

度
任

用
職

員
報

酬
等

の
増

額
　

　
2
9
9
千

円

②
　

外
国

籍
児

童
生

徒
向

け
の

通
訳

・
翻

訳
業

務
の

増
加

に
伴

う
報

償
費

の
増

額
　

　
3
5
0
千

円

6
4
9

6
4
9

4
0

教
　

育
　

費
小

学
校

管
理

備
品

購
入

費
令

和
３
年

度
入

学
児

童
に

係
る

通
級

学
級

及
び

特
別

支
援

学
級

対
応

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
増

額
※

　
根

本
小

、
滝

呂
小

1
,3

0
7

1
,3

0
7

4
1

教
　

育
　

費
小

学
校

教
育

活
動

支
援

事
業

費

①
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

予
防

対
策

に
係

る
日

帰
り

修
学

旅
行

等
の

行
事

支
援

に
伴

う
使

用
料

の
追

加
　

　
3
,6

0
0
千

円
※

　
実

施
す

る
学

校
は

、
宿

泊
を

や
め

日
帰

り
に

変
更

。
密

状
態

を
避

け
る

た
め

バ
ス

車
両

増
車

　
　

９
小

学
校

※
　

県
指

定
施

設
の

見
学

を
条

件
と

す
る

県
補

助
金

（
1
0
/
1
0
）
を

活
用

②
　

手
配

済
み

バ
ス

代
等

の
キ

ャ
ン

セ
ル

料
発

生
に

伴
う
補

償
金

の
追

加
2
,5

0
0
千

円

6
,1

0
0

3
,6

0
0

2
,5

0
0

4
2

教
　

育
　

費
小

学
校

IC
T
管

理
運

営
費

G
IG

A
ス

ク
ー

ル
構

想
に

お
け

る
学

習
用

端
末

等
の

運
用

支
援

業
務

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
※

　
２
か

月
分

を
計

上
1
,3

2
4

1
,3

2
4

4
3

教
　

育
　

費
小

学
校

施
設

改
良

事
業

費
小

学
校

洋
式

化
ト
イ

レ
工

事
の

増
額

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
増

額
※

　
精

華
小

な
ど

５
小

学
校

1
5
,4

0
0

1
5
,4

0
0

4
4

教
　

育
　

費
小

泉
小

学
校

建
替

事
業

費
（
単

独
分

）

仮
設

校
舎

撤
去

後
の

グ
ラ

ウ
ン

ド
整

備
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
増

額
6
0
,0

0
0
千

円
※

　
繰

越
明

許
費

も
予

算
化

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
5

教
　

育
　

費
中

学
校

教
育

活
動

支
援

事
業

費

①
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

予
防

対
策

に
係

る
日

帰
り

修
学

旅
行

等
の

行
事

支
援

に
伴

う
使

用
料

の
追

加
　

　
3
,4

0
0
千

円
※

　
実

施
す

る
学

校
は

、
宿

泊
を

や
め

日
帰

り
に

変
更

。
密

状
態

を
避

け
る

た
め

バ
ス

車
両

増
車

　
　

２
中

学
校

※
　

県
指

定
施

設
の

見
学

を
条

件
と

す
る

県
補

助
金

（
1
0
/
1
0
）
を

活
用

②
　

手
配

済
み

バ
ス

代
等

の
キ

ャ
ン

セ
ル

料
発

生
に

伴
う
補

償
金

の
追

加
1
,5

0
0
千

円

4
,9

0
0

3
,4

0
0

1
,5

0
0

4
6

教
　

育
　

費
中

学
校

IC
T
管

理
運

営
費

G
IG

A
ス

ク
ー

ル
構

想
に

お
け

る
学

習
用

端
末

等
の

運
用

支
援

業
務

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
※

　
２
か

月
分

を
計

上
8
1
4

8
1
4

4
7

教
　

育
　

費
中

学
校

耐
震

補
強

事
業

費

北
陵

中
学

校
屋

内
運

動
場

外
壁

等
改

修
工

事
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
追

加
※

　
令

和
３
年

度
に

は
、

校
舎

棟
を

実
施

予
定

※
　

国
庫

補
助

金
1
/
3
　

　
　

防
災

・
減

災
・
国

土
強

靭
化

緊
急

対
策

事
業

債
：

充
当

率
1
0
0
％

、
交

付
税

措
置

5
0
％

2
9
,9

6
1

9
,9

8
6

1
9
,9

0
0

7
5

4
8

教
　

育
　

費
過

年
度

返
還

金
（
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

）

令
和

元
年

度
決

算
に

よ
る

国
庫

負
担

金
及

び
県

負
担

金
の

返
還

に
伴

う
償

還
金

の
追

加
※

　
私

立
幼

稚
園

分
4
,1

4
3

4
,1

4
3

4
9

教
　

育
　

費
東

京
２
０
２
０
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

関
係

費

聖
火

リ
レ

ー
開

催
に

係
る

岐
阜

県
実

行
委

員
会

負
担

金
に

伴
う
負

担
金

の
追

加 ※
　

令
和

２
年

４
月

４
日

開
催

予
定

が
３
月

2
4
日

に
中

止
決

定
※

　
改

め
て

令
和

３
年

４
月

３
日

開
催

予
定

3
,0

6
4

3
,0

6
4

5
0

教
　

育
　

費
総

合
体

育
館

駐
車

場
整

備
関

係
費

地
方

債
発

行
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
緊

急
防

災
・
減

災
事

業
債

：
充

当
率

1
0
0
％

、
交

付
税

措
置

7
0
％

1
2
4
,2

0
0

△
 1

2
4
,2

0
0

5
1

諸
 支

 出
 金

土
地

購
入

事
業

費
土

地
取

得
事

業
特

別
会

計
か

ら
の

土
地

（
喜

多
町

１
丁

目
地

内
）
買

戻
し

に
伴

う
公

有
財

産
購

入
費

等
の

増
額

1
2
,0

9
9

1
2
,0

9
9

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
2
1
,7

1
4

7
0
,6

2
6

1
6
3
,0

0
0

3
1
0
,1

2
9

△
 1

2
2
,0

4
1

合
　

　
　

　
　

計
　

（
補

正
額

総
額

）

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
番 号
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令
和

２
年

度
　

　
　

一
 般

 会
 計

 税
 等

 内
 訳

 一
 覧

 表
  

  
  

  
　

（ 
補

 正
 第

 ６
 号

 ）

金
額

１
市

税
法

人
市

民
税

△
 1

60
,0

00

２
地

方
譲

与
税

自
動

車
重

量
譲

与
税

地
方

揮
発

油
譲

与
税

３
利

子
割

交
付

金

４
配

当
割

交
付

金

５
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

６
法

人
事

業
税

交
付

金
△

 1
3,

00
0

７
地

方
消

費
税

交
付

金

８
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金

９
環

境
性

能
割

交
付

金

10
国

有
提

供
施

設
等

所
在

市
町

村
助

成
交

付
金

11
地

方
特

例
交

付
金

12
地

方
交

付
税

普
通

交
付

税

特
別

交
付

税

13
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

20
繰

入
金

財
政

調
整

基
金

繰
入

金
△

 5
,2

77

（
う

ち
災

害
留

保
分

）
(5

6,
82

3)

特
別

会
計

繰
入

金

21
繰

越
金

56
,2

36

22
諸

収
入

市
預

金
利

子

23
市

債
臨

時
財

政
対

策
債

 
そ

の
他

一
般

財
源

△
 1

22
,0

41

（
単

位
：
千

円
）

内
容

合
計
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（
継

続
費

）
（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

2
2
2
,7

2
7

1
8
,9

0
0

3
,8

2
7

3
6
5
9
,0

6
8

5
4
9
,6

0
0

1
0
9
,4

6
8

4
9
8
9
,6

6
4

6
0
,9

0
0

8
0
8
,7

0
0

1
2
0
,0

6
4

計
1
,6

7
1
,4

5
9

6
0
,9

0
0

1
,3

7
7
,2

0
0

2
3
3
,3

5
9

（
繰

越
明

許
費

）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
1
0
,0

0
0

2
1
0
,1

1
5

3
6
0
,0

0
0

4
9
,9

8
6

1
9
,9

0
0

7
5

9
,9

8
6

1
9
,9

0
0

8
0
,1

9
0

項
目

番 号

中
学

校
耐

震
補

強
事

業
費

（
北

陵
中

学
校

屋
内

運
動

場
外

壁
等

改
修

工
事

）
2
9
,9

6
1

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

1
1
0
,0

7
6

（
 単

位
：
千

円
 ）

事
　

　
　

　
　

　
　

業
　

　
　

　
　

　
　

　
名

金
　

　
額

財
源

内
訳

小
泉

小
学

校
建

替
事

業
費

（
単

独
）

（
グ

ラ
ウ

ン
ド

改
修

工
事

）

令
  

和
  

２
  

年
  

度
　

　
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

（
　

補
　

正
　

第
　

６
　

号
　

）
　

の
　

主
　

要
　

内
　

容

項
目

総
額

年
度

年
割

額
財

源
内

訳

文
化

会
館

改
修

整
備

事
業

1
1
,6

7
1
,4

5
9

番 号
事

業
名

継
続

費
の

追
加

6
0
,0

0
0

新
生

児
特

別
定

額
給

付
金

事
業

費
1
0
,0

0
0

地
域

公
共

交
通

対
策

関
係

費
（
路

線
バ

ス
運

行
継

続
緊

急
支

援
補

助
金

）
1
0
,1

1
5

繰
越

明
許

費
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（
債

務
負

担
行

為
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
令

和
３
年

度
か

ら
令

和
７
年

度
ま

で
限

度
額

に
同

じ

2
令

和
３
年

度
2
,0

0
0

1
,8

4
0

3
令

和
３
年

度
1
0
,0

0
0

4
令

和
３
年

度
1
2
,8

2
6

5
令

和
３
年

度
3
4
,8

2
0

6
令

和
３
年

度
1
,8

1
6

補
正

前
令

和
３
年

度
2
,2

4
6

補
正

後
令

和
３
年

度
2
,4

9
9

「
や

く
な

ら
マ

グ
カ

ッ
プ

も
」
活

用
推

進
協

議
会

負
担

金 聖
火

リ
レ

ー
ミ
ニ

セ
レ

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

事
業

小
中

学
校

配
膳

室
空

調
機

取
付

工
事

（
６
小

学
校

及
び

６
中

学
校

）
3
4
,8

2
0

た
じ

っ
こ

ク
ラ

ブ
空

調
機

更
新

工
事

（
昭

和
小

、
根

本
小

、
北

栄
小

）
3
,8

4
0

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
収

納
取

扱
手

数
料

小
中

学
校

学
習

用
端

末
運

用
支

援
業

務
委

託

納
付

書
１
枚

単
価

6
3
.2

5
円

に
枚

数
を

乗
じ

た
額

財
源

内
訳

限
　

　
度

　
　

額

（
 単

位
：
千

円
 ）

1
2
,8

2
6

1
,8

1
6

1
予

防
接

種
予

診
票

作
成

業
務

委
託

2
,2

4
6

2
,4

9
9

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
業

　
　

　
　

　
名

期
　

　
　

　
　

　
　

　
間

債
務

負
担

行
為

の
変

　
　

更

債
務

負
担

行
為

の
追

　
　

加

1
0
,0

0
0
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特
別

会
計

の
主

な
事

業
内

容

議
 第

 1
4
2 

号
（
単

位
：千

円
）

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

土
地

取
得

事
業

特
別

会
計

（
補

正
第

１
号

）
1

土
地

開
発

基
金

繰
出

金
先

行
取

得
土

地
（
喜

多
町

１
丁

目
地

内
）の

売
払

収
入

に
伴

う
基

金
へ

の
繰

出
金

の
増

額
1
2
,2

9
0

1
2
,2

9
0

議
 第

 1
4
3 

号

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

1
返

還
基

金
積

立
金

入
居

件
数

の
増

加
に

よ
る

敷
金

収
入

の
増

加
に

伴
う

積
立

金
の

増
額

※
　

敷
金

は
、

3
月

分
の

家
賃

相
当

29
1

2
退

居
者

敷
金

返
還

金
退

居
件

数
の

増
加

に
よ

る
敷

金
返

還
額

の
増

加
に

伴
う

償
還

金
の

増
額

49
4

78
5

（
 単

位
：
千

円
 ）

会
　

計
　

名
番

号
事

　
　

　
業

　
　

　
名

事
　

　
業

　
　

内
　

　
容

補
正

額
財

　
　

　
源

　
　

　
内

　
　

　
訳

29
1

合
　

　
　

　
　

　
計

78
5

市
営

住
宅

敷
金

等
特

別
会

計
（

補
正

第
２

号
）

49
4

会
　

計
　

名
番

号
事

　
　

　
業

　
　

　
名

事
　

　
業

　
　

内
　

　
容

補
正

額
財

　
　

　
源

　
　

　
内

　
　

　
訳

1
2
,2

9
0

合
　

　
　

　
　

　
計

1
2
,2

9
0
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特
別

会
計

の
主

な
事

業
内

容

議
 第

 1
44

 号

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

1
職

員
人

件
費

等
人

事
異

動
等

に
伴

う
人

件
費

の
増

額
4,

66
2

2
一

般
被

保
険

者
医

療
給

付
費

分
財

政
安

定
化

支
援

事
業

繰
入

基
準

額
の

確
定

に
伴

う
財

源
更

正
保

険
料

△
2,

63
3

繰
入

金
＋

2,
63

3

4,
66

2

（債
務

負
担

行
為

）

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

債
務

負
担

行
為

の
追

加
1

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
収

納
取

扱
手

数
料

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

ま
で

限
度

額
に

同
じ

（ 
単

位
：千

円
 ）

会
　

計
　

名
番

号
事

　
　

　
業

　
　

　
名

事
　

　
業

　
　

内
　

　
容

補
正

額
財

　
　

　
源

　
　

　
内

　
　

　
訳

国
民

健
康

保
険

事
業

特
別

会
計

（
補

正
第

３
号

）

番 号
事

　
　

　
　

　
　

項
期

　
　

　
　

　
　

間

4,
66

2

合
　

　
　

　
　

　
計

4,
66

2

（ 
単

位
：千

円
 ）

項
目

財
源

内
訳

限
　

　
度

　
　

額

納
付

書
１

枚
単

価
63

.2
5円

に
枚

数
を

乗
じ

た
額
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特
別

会
計

の
主

な
事

業
内

容

議
 第

 1
45

 号

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

1
職

員
人

件
費

等
人

事
異

動
等

に
伴

う
人

件
費

の
増

額
6,

70
0

2
居

宅
介

護
福

祉
用

具
購

入
費

サ
ー

ビ
ス

利
用

増
加

に
伴

う
負

担
金

の
増

額
71

1
1,

28
9

3
介

護
予

防
福

祉
用

具
購

入
費

要
支

援
者

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
増

加
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

39
0

71
0

4
介

護
予

防
住

宅
改

修
費

要
支

援
者

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
増

加
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

53
3

96
7

5
高

額
医

療
合

算
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

サ
ー

ビ
ス

利
用

増
加

に
伴

う
負

担
金

の
増

額
1,

03
1

1,
86

9

6
高

額
医

療
合

算
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
費

要
支

援
者

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
増

加
に

伴
う

負
担

金
の

増
額

17
7

32
3

2,
84

2
11

,8
58

（債
務

負
担

行
為

）

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

債
務

負
担

行
為

の
追

加
1

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
収

納
取

扱
手

数
料

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

ま
で

限
度

額
に

同
じ

議
 第

 1
46

 号

後
期

高
齢

者
医

療
特

別
会

計
　

 （
補

正
第

２
号

）

（債
務

負
担

行
為

）

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

債
務

負
担

行
為

の
追

加
1

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
収

納
取

扱
手

数
料

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

ま
で

限
度

額
に

同
じ

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
　

項

項
目

限
　

　
度

　
　

額

納
付

書
１

枚
単

価
63

.2
5円

に
枚

数
を

乗
じ

た
額

限
　

　
度

　
　

額

納
付

書
１

枚
単

価
63

.2
5円

に
枚

数
を

乗
じ

た
額

合
　

　
　

　
　

　
計

14
,7

00

番 号
事

　
　

　
　

　
　

項
期

　
　

　
　

　
　

間
財

源
内

訳

（ 
単

位
：千

円
 ）

介
護

保
険

事
業

特
別

会
計

（
補

正
第

２
号

）

6,
70

0

1,
50

0

2,
90

0

50
0

2,
00

0

1,
10

0

（ 
単

位
：千

円
 ）

会
　

計
　

名
番

号
事

　
　

　
業

　
　

　
名

事
　

　
業

　
　

内
　

　
容

補
正

額
財

　
　

　
源

　
　

　
内

　
　

　
訳

（ 
単

位
：千

円
 ）

期
　

　
　

　
　

　
間

財
源

内
訳
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企
業

会
計

の
主

な
事

業
内

容

議
 第

 1
47

 号

水
道

事
業

会
計

　
（補

正
第

１
号

）

（債
務

負
担

行
為

）

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

債
務

負
担

行
為

の
追

加
1

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
収

納
取

扱
手

数
料

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

ま
で

限
度

額
に

同
じ

議
 第

 1
48

 号

下
水

道
事

業
会

計
　

（補
正

第
１

号
）

（債
務

負
担

行
為

）

国
県

支
出

金
市

　
債

そ
の

他
繰

越
金

債
務

負
担

行
為

の
追

加
1

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
収

納
取

扱
手

数
料

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
７

年
度

ま
で

限
度

額
に

同
じ

議
 第

 1
49

 号

1
病

院
医

業
費

用
（経

費
）

市
民

病
院

第
２

駐
車

場
通

路
の

修
繕

に
伴

う
経

費
の

増
額

2
医

業
外

費
用

（企
業

債
利

息
）

令
和

元
年

度
医

療
機

器
購

入
事

業
に

係
る

企
業

債
金

利
入

札
結

果
に

伴
う

償
還

利
息

の
増

額

3
医

療
機

器
購

入
費

医
療

機
器

の
追

加
整

備
に

伴
う

固
定

資
産

購
入

費
の

増
額

※
　

病
理

検
査

シ
ス

テ
ム

、
ア

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

用
超

音
波

診
断

装
置

等

（ 
単

位
：千

円
 ）

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
　

項
期

　
　

　
　

　
　

間
限

　
　

度
　

　
額

財
源

内
訳

合
　

　
　

　
　

　
計

52
,0

19

（ 
単

位
：千

円
 ）

会
計

名
番

号
事

　
　

　
業

　
　

　
名

事
　

　
業

　
　

内
　

　
容

補
正

額

病
院

事
業

会
計

（
補

正
第

１
号

）

11
9

50
,0

00

納
付

書
１

枚
単

価
63

.2
5円

に
枚

数
を

乗
じ

た
額

1,
90

0

（ 
単

位
：千

円
 ）

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
　

項
期

　
　

　
　

　
　

間
限

　
　

度
　

　
額

財
源

内
訳

納
付

書
１

枚
単

価
63

.2
5円

に
枚

数
を

乗
じ

た
額
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【
参

考
】
 新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
に

係
る

補
正

予
算

の
状

況
（
単

位
：
千

円
）

会
計

補
正

補
正

額
（
総

額
）

う
ち

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
対

策
分

 （
歳

出
補

正
額

）
主

な
事

業
内

容
国

庫
支

出
金

（
う
ち

 地
方

創
生

臨
時

交
付

金
）

県
支

出
金

地
方

債
寄

附
金

財
政

調
整

基
金

（
う
ち

可
処

分
）

繰
越

金

４
月

１
日

専
決

一
般

第
1
号

2
5
,0

0
0

信
用

保
証

料
に

対
す

る
補

助
2
5
,0

0
0

９
月

補
正

　
①

一
般

第
5
号

（
4
月

1
日

専
決

に
対

す
る

）
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

分
の

財
源

更
正

2
5
,0

0
0

(2
5
,0

0
0
)

△
 2

5
,0

0
0

４
月

2
1
日

専
決

国
保

第
1
号

2
,5

2
0

2
,5

2
0

感
染

者
等

へ
の

傷
病

手
当

金
の

支
給

2
,5

2
0

５
月

補
正

一
般

第
2
号

1
1
,5

7
3
,3

1
8

1
1
,4

2
4
,7

2
8

特
別

定
額

給
付

金
1
0
万

円
児

童
手

当
受

給
者

へ
の

1
万

円
上

乗
せ

岐
阜

県
の

休
業

協
力

金
5
0
万

円
に

対
す

る
市

負
担

金
　

等
1
1
,2

3
0
,6

1
7

1
,7

1
5

1
,0

0
0

1
9
1
,3

9
6

９
月

補
正

　
②

一
般

第
5
号

（
5
月

補
正

予
算

に
対

す
る

）
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

分
の

財
源

更
正

1
7
2
,5

0
0

(1
7
2
,5

0
0
)

△
 1

7
2
,5

0
0

６
月

補
正

一
般

第
3
号

1
,2

8
5
,8

2
2

1
9
4
,4

6
1

美
濃

焼
G

O
夏

季
期

間
内

の
学

校
給

食
無

償
化

　
等

1
7
3
,1

8
1

(1
7
3
,1

8
1
)

2
0
,6

5
8

2
5
0

3
7
2

７
月

７
日

専
決

一
般

第
4
号

5
5
,8

2
3

5
5
,8

2
3

公
立

私
立

保
育

所
の

感
染

症
対

策
小

中
学

校
再

開
に

伴
う
児

童
生

徒
の

学
び

の
保

障
　

等
4
0
,6

9
1

(1
5
,7

5
0
)

1
4
,8

0
5

3
2
7

９
月

補
正

　
③

一
般

第
5
号

1
,5

4
5
,0

0
2

1
,1

0
8
,0

7
1

リ
モ

ー
ト

会
議

実
施

の
た

め
の

環
境

整
備

小
中

学
校

に
お

け
る

特
別

教
室

の
空

調
機

新
設

正
規

雇
用

に
対

す
る

事
業

者
向

け
支

援
　

等
9
3
0
,2

7
4

(8
1
9
,0

9
2
)

1
3
,4

4
6

2
3
1
,7

0
7

(△
 4

,4
2
8
)

△
 6

7
,3

5
6

1
2
月

補
正

一
般

第
6
号

4
2
1
,7

1
4

1
1
4
,4

5
0

新
生

児
特

別
定

額
給

付
金

事
業

（
対

象
期

間
延

長
）

障
害

児
通

所
支

援
事

業
小

中
学

校
修

学
旅

行
等

行
事

支
援

　
等

1
5
,9

3
2

4
1
,6

9
5

5
6
,8

2
3

合
計

1
4
,8

8
4
,1

9
9

1
2
,9

2
5
,0

5
3

1
2
,5

8
8
,1

9
5

(1
,2

0
5
,5

2
3
)

9
4
,8

3
9

1
,2

5
0

3
0
7
,4

2
6

(△
 4

,4
2
8
)

△
 6

6
,6

5
7

↓

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
（
第

１
次

補
正

予
算

分
・
総

額
１

兆
円

）
(3

2
9
,0

4
9
)

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
（
第

２
次

補
正

予
算

分
・
総

額
２

兆
円

）
(8

7
6
,4

7
4
)

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
（
第

１
次

補
正

予
算

分
の

残
額

） 計
(1

,2
0
5
,5

2
3
)

（
再

掲
　

９
月

補
正

予
算

全
体

）

９
月

補
正

一
般

第
5
号

1
,5

4
5
,0

0
2

1
,1

0
8
,0

7
1

1
,1

2
7
,7

7
4

(1
,0

1
6
,5

9
2
)

1
3
,4

4
6

3
4
,2

0
7

△
 4

,4
2
8

△
 6

7
,3

5
6

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
対

策
分

の
財

源

可
処

分
　

　
　

 △
4
,4

2
8

災
害

留
保

分
＋

3
8
,6

3
5
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 財
政
判
断
指
数
の
見
込
み

償
還
可
能
年
数

経
費
硬
直
率

財
政
調
整
基
金

経
常
収
支
比
率

実
態
収
支

（
年
）

（
％
）
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議第150号 物品供給契約の締結について 

  １ 契約の目的  解体作業対応型油圧ショベル購入 

  ２ 契約の方法  指名競争入札 

  ３ 契約金額   一金 18,788,000円 

  ４ 契約の相手方 恵那市大井町雀子ヶ根2087－220 

            アジア産業株式会社東濃営業所 

             所長 西尾 利久 

  

 【参考】 

入札の執行状況： 

   ・応札者数 ２者（３者指名） 

   ・落札率（落札金額／予定価格） 59.93％ 

   ・入札日 令和２年11月４日 

  事業概要：      

   １ 解体作業対応型油圧ショベル 

車両本体 １台 

２ 油圧ショベル付属機器 

・マグネット（外径：1,150ｍｍ、吸着質量300㎏以上、発電機内蔵） 

・全旋回型油圧フォーク（爪の長さ1,200ｍｍ程度） 

・油圧カプラ（上記のマグネット、全旋回型油圧つかみ機等に対応） 

   ４ 履行期間 

     契約日～令和３年３月31日  仮契約日 令和２年11月５日 

 

議第151号 物品供給契約の締結について 

  １ 契約の目的  （仮称）多治見市食育センター食器かご購入事業 

  ２ 契約の方法  随意契約 

  ３ 契約金額   一金 20,897,360円 

  ４ 契約の相手方 岐阜市中鶉２丁目105番 

            岐阜アイホー調理機株式会社 

             代表取締役 伊藤 隆男 

  

 【参考】 

随意契約理由：（仮称）食育センターで使用する食器洗浄機は、食器を食器かごごと洗浄す

る洗浄機であり、専用のかごを使用しなければ、故障の原因となるため、食

器洗浄機の製造元である岐阜アイホー調理機㈱と随意契約するもの。 

事業概要： 

   １ 購入食器かご、寸法及び数量 

名称 寸法（mm） 数量（個） 
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食器かご  

幼碗（WH-008）40枚用 
329×170×294 32 

食器かご  

小碗（WH-013）40枚用 
342×185×289 163 

食器かご  

碗（WH-016）40枚用 
360×185×314 204 

食器かご  

中皿（WH-023）40枚用 
404×220×215 319 

食器かご  

大皿（WH-026）20枚用 
239×260×245 158 

合 計 876 

   ３ 履行期間 

     契約日～令和３年６月30日  仮契約日 令和２年11月４日 

 

 


